令和８年度 パラスポーツ講師派遣事業 実施要領
１　目　　的
　かながわパラスポーツの理念をさらに普及させるため、県内で開催される市町村、学校及び総合型地域スポーツクラブ等の団体が主催するパラスポーツ教室等に、希望に応じてパラスポーツの講師を派遣する。

２　主　　催
　神奈川県

３　運　　営（事務局）
(1) 令和８年２月から令和８年３月まで
　　一般財団法人かながわパラスポーツ協会（以下「協会」という。）
(2) 令和８年４月から令和９年３月まで
　　神奈川県から本事業を受託する者（以下「新事業者」という。）

４　派 遣 期 間
　　令和８年４月～令和９年２月

５　派 遣 対 象
県内の市町村、学校、障がい者支援団体、スポーツクラブ等の団体

６　対 象 事 業
(1) 営利を目的としないもの
(2) パラスポーツの体験、教室、ｲﾍﾞﾝﾄ等でパラスポーツの普及を目的とする事業または授業
　
7　講　　師
　　申込団体で講師を調整する場合は、講師連絡先や謝金の総額等を電子申請の際に記載すること。
講師の紹介を希望する場合は、電子申請の際に記載すること。ただし、講師の都合による開催日時等の調整を行う場合もある。

８　講師派遣に係る謝金
　(1) 講師派遣に係る謝金は、神奈川県が負担するものとする。
　(2) １回あたり32,000円を上限とする。

９　募 集 件 数
第１期募集：30件　　　第２期募集：30件
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]※第１期募集で予定する派遣回数に達しなかった場合は、満たなかった件数を第２期募集分に追加して募集を実施する。第２期募集については、アサンテ スポーツパーク及び新事業者のホームページで令和８年４月８日（水曜日）までに公表する。
10　申 込 方 法
(1)電子申請による申し込み（下記ＵＲＬまたはバーコード）
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=115833
　(2)募集期間は、【別表】の通りとする。

11　派 遣 決 定
(1) 派遣申込書を受理した後、応募件数が30件を超える場合、事務局が選考を実施する。
(2) 派遣決定は、【別表】の期日までに申込団体に通知する。

12　派 遣 の 実 施
派遣当日に係る講師との連絡は、申込団体と講師で直接連絡を取り合うこと。また、開催時に万が一、負傷等の事故が発生した場合は、適切に対応した上で、当日中に事務局へ事故報告書（任意様式）を提出すること。

13　事 業 報 告
事務局のウェブサイトから【別紙様式１】事業報告書をダウンロードし、メール・郵送のいずれかで、事業実施終了後３週間以内に事務局に提出すること。

14　そ の 他
(1) 当事業は、神奈川県令和８年度当初予算発効時以降に有効になる。

15　問 合 せ 先
　(1) 令和８年３月まで
一般財団法人かながわパラスポーツ協会
〒251-0871　藤沢市善行７－１－２　県立スポーツセンター　グリーンハウス内
電　話 ：0466-83-0033　　FAX ：0466-83-0034
メール ：jimukyoku@kanagawa-parasports.or.jp　
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ：https://kanagawa-parasports.or.jp　
　(2) 令和８年４月から令和９年３月まで
新事業者（令和８年４月８日(水)までに、アサンテスポーツパーク公式ホームページにおいて公表する。）
【別表】
	
	期間・期日
	事務局

	１期募集
	募集期間
	令和８年２月10日(火曜日)から
令和８年３月 ４日(水曜日)まで
	一般財団法人
かながわパラ
スポーツ協会

	
	派遣決定通知
	令和８年３月18日(水曜日)
	

	２期募集
	募集期間
	令和８年４月17日(金曜日)から
令和８年５月22日(金曜日)まで
	新事業者

	
	派遣決定通知
	令和８年６月17日(水曜日)
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